
（様式１－３） 

福島県（川俣町）再生加速化事業計画 再生加速化事業等個票 

平成２６年６月時点 

NO. ７ 事業名 農業基盤整備促進事業 山木屋地区 事業番号 (5)-30-1 

交付団体 福島県 事業実施主体（直接/間接） 福島県（直接） 

総交付対象事業費 500,000（千円） 全体事業費 1,470,000（千円）

再生加速化に関する目標 

東日本大震災以前の山木屋地区は、地域農業者を中心に農用地並びに農業用施設の保全管

理が行われてきた。しかしながら、東日本大震災による原子力災害の影響により計画的避難

区域に本地区が指定され、農用地等を管理する地域農業者も避難した結果、従前のようなき

め細やかな維持管理が不可能となり、農用地の荒廃や農業用施設の機能低下が進んでいる。

 特に農用地については３カ年に渡って作付け休止を余儀なくされたことから、暗渠排水の

機能不全や鳥獣被害等が発生しており、営農再開はもとより農村地域の活性化のための抜本

的な営農計画の見直しや生産性向上に努める必要がある。 

よって、本事業を導入することにより、被災農家を含めた地域住民の帰還の促進や営農再

開後の農業経営の合理化を図り、さらには、営農の展開に向けた生産体制の構築など、農村

地域の再生加速化を目指すものである。 

事業概要 

 本地区は、川俣町南東部の阿武隈山系に位置する高原地帯であり、基盤整備については昭

和４０年代以降順次進められてきた。しかしながら上述のとおり、東日本大震災による原子

力災害の影響により、営農再開はもとより地域農業の持続的発展に向けた農業基盤の整備が

急務となっていることから、暗渠排水、用水路及び排水路の整備を行うものである。 

農業基盤整備促進事業 Ａ＝２４０ｈａ 

・暗渠排水工 Ａ＝ 220 ｈａ 

・用水路工  Ｌ＝ 37 ｋｍ 

・排水路工  Ｌ＝ 31 ｋｍ 

【川俣町復興計画の記載】 

Ⅳ 復興施策 

４ 豊かで活力のあるまちへの復興 

  (1)農林業の復興 

山木屋地区は農業が基幹産業であり、町内農地の概ね５割を山木屋地区が占めて

おり、専業農家の割合も高い地域である。住民帰還及び農業の再開に向け、荒廃し

た農業施設の基盤整備は急務となっているため、除染作業と、暗渠排水・用水路整

備等を一体的に進め、農業の復興を積極的に推進する。 



【福島県復興計画の記載】 

（３）新たな時代をリードする産業の創出 

④ 産業の再生・発展に向けた基盤づくり 

農業の持続的発展と農家が意欲とやりがいを持って営農できる環境を整えてい

くため、農用地の利用集積と一体となった農地整備事業をはじめとした農業農村整

備事業を推進する。 

当面の事業概要 

＜平成 26年度＞ 

 測量設計、用買・補償、工事 

＜平成 27年度＞ 

 測量設計、用買・補償、工事 

地域の再生加速化との関係 

本地区は計画的避難区域であったことから、農用地並びに農業用施設の維持管理が不可能

となり、農用地の荒廃や農業用施設の機能低下が進んでいることから、再生加速化の目標達

成に向け、本事業の導入による農業生産基盤の整備を行う必要がある。

また、本地区は復興庁、環境省及び農林水産省による「除染・復興加速のためのタスクフ

ォース」において農地の除染と農業生産性の同時達成のモデル地区として検討、調整等が進

められてきているところである。 

関連する事業の概要 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体 

基幹事業との関連性 




